
 

郵便物受取ポスト 利用規約 

 

本規約は、株式会社ナレッジソサエティ（以下「運営者」という）のバーチャルオフィス１利用規約第 19 条

に定める郵便物受取ポストについての具体的な運用等を定めたものである。 

 

第1条 （目的） 

本規約は、運営者が提供するバーチャルオフィスサービスのうち、郵便物受取ポストに関して明確にす

ることを目的とする。 

 

第2条 （定義） 

1. 本規約において、使用する用語の定義は、バーチャルオフィス 1 利用規約に定める通りとする。 

2. 郵便物受取ポストとは、運営者が各店舗に設置する鍵付きのポストであり、会員が郵便物等を直接

受け取れるようにすることを目的とする。 

 

第3条 （本規約の優先適用及び優先効力） 

1. 郵便物受取ポストに関する事項は、本規約がバーチャルオフィス１利用規約に優先するものとす

る。 

2. 本規約は、運営者と会員の間で利用契約前に交わされた全ての書面、口頭による合意または了解事

項に優先するものとする。 

 

第4条 （サービスの提供） 

1. 運営者は、審査を経て入会した会員のうち、郵便物受取専用ポスト設置のオプションの申込を行っ

た会員に対し、郵便物受取ポストのサービスを提供する。 

2. 郵便物受取ポストの設置場所は運営者が決定するものとし、設置後は運営者の定める方法によって

会員に通知するものとする。 

 

第5条 （郵便物受取ポストへの保管） 

1. 郵便物受取ポストに保管するものは運営者が受け取った会員宛の郵便物等とし、それ以外のものの

保管は一切禁止する。 

2. 受け取った郵便物等が多く、私書箱内に保管し切れない場合、保管できない郵便物等を事務所内で

保管するものとする。 

3. 前項で事務所内に保管した郵便物等の会員への受渡しは、「郵便物等の取扱に関する利用規約」第 

10 条の定める通りとする。 

4.  運営者が郵便物等を郵便物受取ポストに投函（格納）した時点で、当該郵便物等に関する運営者の

引渡義務及び管理責任は完了したものとする。投函後に生じた郵便物等の盗難、紛失、汚損、第三

者による不正取得等について、運営者は一切の責任を負わない。  

5. 第 2 項に基づき事務所内で保管することとなった郵便物等の保管期間及び破棄等の取扱について

は、「郵便物等の取扱に関する利用規約」第 7 条の定めに準ずるものとする。 

 

第6条 （郵便物等の転送） 

1. 郵便物受取ポスト利用者への郵便転送は原則として実施しない。 

2. 郵便転送を希望する会員は、転送日前日までに運営者が定める方法によって連絡する。 



3. 運営者は前項の連絡を受けた会員の郵便物等は転送するものとし、郵便転送のルール等は「郵便物

等の取扱に関する利用規約」に準ずるものとする。 

 

第7条 （郵便物受取ポスト利用の停止） 

1. 運営者は、受け取った会員宛の郵便物等以外のものが郵便物受取ポスト内に保管されていた場合、

会員に通知することなく処分できるものとする。この場合において、運営者は、処分された物品の

内容や価値の如何にかかわらず、当該処分によって会員に生じた一切の損害について責任を負わな

いものとする。 

2. 運営者が悪質だと判断した場合、郵便物受取ポストの利用を停止することができる。 

3. 前項の理由で郵便物受取ポスト利用規約の利用が停止された場合、会員への返金等は一切行わな

い。 

4.  会員は、郵便物受取ポストの施錠機能（鍵、ダイヤル、暗証番号等）を自己の責任において厳重に

管理しなければならない。鍵の紛失、暗証番号の漏洩、又は施錠の怠り等に起因して生じた郵便物

等の盗難やトラブルについて、運営者は一切の責任を負わない。 

 

その他、郵便物受取ポストに関するルール 

【渋谷店】原則、営業日の 24 時間お受け取りが可能です。 

【広島店】原則、営業日の 7 時 00 分から 21 時 00 分でお受け取りが可能です。 

【神保町店】原則、営業日の 8 時 00 分から 21 時 00 分でお受け取りが可能です。 

 

附則この利用規約は、令和 4 年 4 月 1 日から実施します。 

【令和 4 年 4 月 1 日制定】 

【令和 7 年 6 月 1 日改定】 

【令和 8 年 1 月 1 日改定】 

【令和 8 年 6 月 1 日改定】 

 

 


